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税 務 ア ン テ ナ
税理士の独り言

□平成 年度税制改正により、取引所の相19
今年の甲子園も熱くドラマチックな幕切 場のない株式等に係る相続時精算課税の特

19れでした。勝敗の明暗がたった一球で決ま 例が創設されました。この取扱いは平成
、ったわけではなく、そこに至る各選手と監 年 月 日から平成 年 月 日までに1 1 20 12 31

督の思考法と心理戦の積み重ねの結果です 歳以上の親から取引所の相場のない株式。 60
レベルが拮抗していれば一瞬の心の迷いや 等の贈与を受けた場合に、従来の 万円2,500
決断が試合の流れを変えることがあります の非課税枠に 万円上乗せして 万円。 500 3,000
勝負は時の運も影響します。敗者こそ、こ まで非課税とする措置です｡

3の経験をこれからの人生に活かして成長し ただし この特例を選択した年の翌年の、
てほしいと思います。悔しい気持ちも時が 月 日から 年を経過する日において、受15 4
たてばなつかしい思い出になるはずです。 贈者がその法人の代表者であり、発行済株

悔しい思いを何年も続けた私からの贈る 式の 超を所有する等の一定の要件を満50%
言葉です。 たしているという確認書を所轄税務署長に

提出しなければなりません。

□法人がその使用人に賞与を支給する場合ヒ ン トヒ ン ト
は、原則として支給日の属する事業年度で

○マーケティングとは、あなたが扱っ 損金算入されますが、決算賞与など一定要
ている製品を顧客に知らせること、そ 件に該当するものであれば、決算日に未払
して顧客にビジネスのドア口に立って いであっても未払計上して損金算入するこ
もらうようにすること これに尽きる とが認められます｡、 。

その要件は①決算日までに決算賞与の支
○経営者がやるべきことは「現場の仕 給額を各人別にすべての受給者に通知して
事をこなすこと」ではなく「会社の未 いること②決算日後 ヶ月以内に通知した1
来を作り出すこと」である。 者全員に支払っていること③決算で未払計

上していることです。
「イン・ザ・ブラック」 確認印のある支払通知書等で後日証明で

ｱﾚﾝ･ ･ﾎﾞｽﾄﾗﾑ、広瀬元義著 きる措置をしておくとよいでしょう。B
あさ出版

。税務に関するご質問をお受けしております
お気軽にお問い合わせ下さい。

９ 月 の 税 務 ス ケ ジ ュ ー ル

日 ○ 月分の源泉所得税の納付 日 ○ 月決算法人の消費税各種10 8 30 9
選択届出書提出

日 ○ 月決算法人の確定申告 （休日につき 月 日）30 7 9 28
○ 年 月決算法人の中間申20 1
告（予定申告）
○ 月､ 年 月､ 月決算10 20 1 4
法人の消費税中間申告
（休日につき 月 日）10 1

今月の贈る言葉『絶望は自分で決めるものではない』 テリー伊藤by


